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本計画に記述されている文言について 

 

本計画の文中に何度か出てくる文言については、最初に登場した後は省略して示させて

いただいております。最初の登場時点で、『○○○〇〇（以下「・・・」という。）』と記述

しています。 

特によく出てくる「学校」や「子供」についての表記は、下記に示したとおりです。 

 

「学校」に関する表記について 

〇 幼稚園 …「幼稚園及び幼保連携型認定こども園」を指します。 

〇 小学校 …「小学校及び義務教育学校前期課程」を指します。 

〇 中学校 …「中学校及び義務教育学校後期課程」を指します。 

〇 小・中学校 …「小学校、中学校、義務教育学校」を指します。 

〇 小・中学校及び高等学校 …「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校」を指し 

ます。 

〇 小・中学校等 …「幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育 

学校、高等学校」を指します。 

 〇「国立」や「私立」という記述がない場合は、「公立」を指します。 

 

「子供」に関する表記について 

 ○ 子供 …「乳幼児から生徒までを含む総称」として、使用します。 

〇 幼児 …「幼稚園や幼保連携型認定こども園、特別支援学校幼稚部、私立幼稚園、 

保育所などに通う就学前の子供」を指します。 

 〇 児童 …「小学校や義務教育学校の前期課程、特別支援学校小学部で学ぶ子供」を

指します。 

 〇 生徒 …「中学校や義務教育学校の後期課程、高等学校、特別支援学校中学部及び

高等部で学ぶ子供」を指します。 

 〇記述内容に合わせて、「幼児児童生徒」や「児童生徒」など、使い分けています。 

  

 


